
別表第１（第２条関係） 

区  分  内   容  交  付  基  準  

奨励金  中学校の生徒の文

化活動に係る努力と

功績をたたえ、さら

なる活躍を奨励する

。 

１ 旅費 

中学校における部活動において、次に

掲げる大会（市内で開催されるものを除

く。）へ出場する生徒（当該生徒が全国規

模の大会へ出場する場合にあっては、引

率する者１名を含む。）であること。 

 ⑴ 社団法人全日本吹奏楽連盟、中部日

本吹奏楽連盟及び東海吹奏楽連盟が

主催する県大会以上の大会 

 ⑵ 愛知県吹奏楽連盟が主催する東三

河大会以上の大会 

  ⑶ ＮＨＫ全国学校音楽コンクールの

県大会以上の大会 

２ 楽器運搬費 

中学校における部活動において、次に

掲げる大会（市内で開催されるものを除

く。）へ出場する学校であること。 

 ⑴ 社団法人全日本吹奏楽連盟、中部日

本吹奏楽連盟及び東海吹奏楽連盟が

主催する県大会以上の大会 

 ⑵ 愛知県吹奏楽連盟が主催する県大

会以上の大会 

  ⑶ ＮＨＫ全国学校音楽コンクールの

県大会以上の大会 



激励金  個人又は学校・団体

に激励金を交付する

ことにより、市民の文

化活動を激励する。 

１ 次に掲げる大会（美術展、写真展、書

道展その他の作品展へ出展する場合及び

文芸作品等を応募する場合など、個人又

は学校・団体が開催地へ行くことなく出

場できる場合に該当するものを除く。）

へ出場する市内に在住 する個人又は市

内に所在する学校（中学校を除く。）・

団体であること。 

⑴ 文部科学省又は文化庁が主催し、

又は共催する大会のうち、地方予選

を経て出場する全国規模以上の大会  

⑵ 国、地方公共団体その他これらに

準ずる機関(政治団体、宗教団体、流

派団体等を除く。）が主催する大会

のうち、地方予選を経て出場する全

国規模以上の大会 

⑶ その他市長が適当と認める大会 

 

２ その活動が特に顕著であると市長が認

める個人又は学校・団体であること。 

 

 

 



別表第２（第３条関係） 

区  分  交   付   額  

奨励金 １ 旅費 

 所在する学校から当該大会の開催地までの旅費に相当す

る額（交付額の算定については、豊川市職員旅費条例（昭和

４３年豊川市条例第４号）による規定の範囲内とする。） 

２ 楽器運搬費 

県大会以上の大会で使用する楽器の運搬に要する実費相

当額（県内を会場とする場合は１回につき３万円を上限とし

、県外を会場とする場合は１回につき４万円を上限とする。

） 

激励金 １ 全国規模の大会へ出場する個人又は学校・団体 

 １名につき１万円 

（団体にあっては２０万円を限度とする。） 

２ その活動が特に顕著であると市長が認める個人又は学 

校・団体  

市長が別に定める額 

 


